
 

選挙運動用ポスターの公費負担限度額 

 

 

 候補者がポスター作成業者に支払う金額のうち、作成単価（下表の単価限度額を超

えるときは当該限度額）に、当該選挙区のポスター掲示場数の２倍の範囲内であるこ

とについて県選挙管理委員会から確認を受けた枚数を乗じた金額。  

 

 

選挙区
 

 

 

単価限度額 

ａ 

 

限 度 枚 数 

ｂ 

 

限 度 額 

ａ × ｂ 

１ 区 ５０８円 ２，４９２枚 １，２６５，９３６円 

２ 区 ４３８円 ２，９２２枚 １，２７９，８３６円 

３ 区 ２７９円 ４，７９６枚 １，３３８，０８４円 

４ 区 ４０７円 ３，１６２枚 １，２８６，９３４円 

５ 区 ２６８円 ５，０２２枚 １，３４５，８９６円 

 

 ａ 316,250 円＋293,440 円＋30 円 73 銭×（ポスター掲示場数－500）          

               ポスター掲示場数                                 

                           （円未満の端数は切り上げ） 

  ｂ 選挙区内のポスター掲示場数×２ 


